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ミクロネシア 

ポンペイ国際空港改善計画 

外部評価者：株式会社日本経済研究所 西川 圭輔 

０. 要旨 

本事業は、ポンペイ国際空港において航空機離発着時の安全性向上や旅客取扱能力の

向上を図るため、滑走路の改修・延長およびターミナルビルの増改築を行った事業であ

る。本事業はミクロネシア連邦の開発政策、開発ニーズ、および日本の援助政策におけ

る重点分野と整合しており、妥当性は高い。事業の実施面では、事業内容はほぼ予定ど

おり実施され、事業費も計画内に収まったものの、事業期間が計画期間を超過したこと

から、効率性は中程度であると判断された。事業効果に関しては、計画時に想定された

重量制限の緩和や各種審査の所要時間の短縮といった定量的な目標値は概ね達成され

ているほか、定性的にも航空機離発着時の安全性が向上するといった効果が確認された。

インパクトについても、離発着時のパイロットの心理的負担の軽減や、空港のサービス

水準の向上などが確認されており、本事業の有効性・インパクトは高い。持続性については、

実施機関の体制、技術、財務、運営・維持管理の状況全てにわたり特段の懸念はなく、

本事業の実施により発現した効果は今後も持続するものと考えられる。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

１. 事業の概要 

ミクロネシア連邦

ポンペイ州

チューク州

コスラエ州

プロジェクトサイト

パリキール

 
 

事業地域の位置図 本事業で延長した滑走路 

 

１.１ 事業の背景 

ポンペイ国際空港は、ミクロネシア連邦（Federated States of Micronesia、以下「FSM」

という）の首都の空港であると同時にポンペイ島唯一の空港であり、長さ 6,022 フィー

ト（1,836m）の滑走路を有していた。しかし、同空港は滑走路に関連する施設が安全基

準に適合していないこと、滑走路長が十分でないこと、およびターミナルビルの施設規

模が不足していることなど緊急性・重要性の高い問題点を抱えていた。具体的には、当

時の滑走路は末端から護岸までの距離が約 90 フィート（29m）しかなく、米国連邦航
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空局（Federal Aviation Administration、以下「FAA」という）の基準で規定されたブラス

トパッド（延長 200 フィート）やその先の滑走路安全区域も確保されていなかった。

また 6,022 フィートの滑走路長は、就航している B737 型機が最大ペイロードを積載し

て飛行するためには不十分な長さであり、重量制限を受けた運航を強いられていた。さ

らに、ボーイング 737 型機クラスよりも大きな航空機はエプロンには駐機することがで

きなかったほか、旅客ターミナルビルの出発ラウンジや入国審査エリアはピーク時の旅

客を処理するにはその規模が不足しており、混雑が著しかった。 

このような背景を踏まえ、ポンペイ国際空港改善計画の開発調査の要請が 2004 年に

FSM 政府から日本に出され、2005～2006 年に開発調査が行われた。その中で空港整備

マスタープランとして中期改善計画が策定され、そのうち特に緊急性の高い項目が緊急

改善計画として抽出された。これを受けて 2005 年 9 月には、ポンペイ国際空港滑走路

延長計画1として、日本に対して無償資金協力の要請が、さらに 2006 年 3 月にはター

ミナルビル増築についての追加要請が出され、本事業が実施されることとなった。  

 

１.２ 事業概要 

ポンペイ国際空港において、滑走路改修・延長による航空機離着陸時の安全性向上、

およびターミナルビルの増築・改築による旅客取扱能力の向上を図る。  

 

E/N 限度額/供与額 2,913 百万円 / 2,790 百万円 

交換公文締結 2008 年 9 月 

実施機関 運輸通信インフラ省／ポンペイ州港湾管理局 

事業完了 2011 年 8 月 

案件従事者 

本体 施工業者：五洋建設株式会社 

コンサルタント 日本工営株式会社／株式会社日本空港コンサルタ

ンツ 共同企業体 

基本設計調査 2008 年 1 月 

（事業化調査：2009 年 2 月） 

詳細設計調査 2008 年 6 月 

（事業化調査後詳細設計：2009 年 4 月） 

関連事業 【無償資金協力】 

（予備調査）ポンペイ空港改善計画調査予備調査

（2004 年度） 

（開発調査）ポンペイ空港改善計画調査（2005～

2006 年度） 

                                            
1 主な要請項目は次のとおりであった。滑走路延長部埋立て、滑走路・ショルダー・ターンパッドの

建設、誘導路フィレット拡幅、エプロン拡張、航空灯火設置（滑走路延長部）、地上支援機材、その

他雑工事。 
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【その他国際機関、援助機関等】 

米国連邦航空局：滑走路、誘導路、エプロン改修

（2007～2011 年、無償） 

 

２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

 西川 圭輔（株式会社日本経済研究所） 

 

２.２ 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2014 年 10 月～2015 年 9 月 

 現地調査：2014 年 12 月 8 日～20 日、2015 年 3 月 23 日～26 日 

 

３. 評価結果（レーティング：A
2） 

３.１ 妥当性（レーティング：③3） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

FSM では、 2003 年に米国との自由連合協定4が改訂されたのを受け、2004 年には

国家の安定的な経済発展の達成を目指して「ミクロネシア戦略開発計画」（Strategic 

Development Plan、以下「SDP」という）が策定された。 

SDP に基づき策定された「ミクロネシアインフラ整備計画 2004 年－2023 年」

（Infrastructure Development Plan、以下「IDP」という）では、10 のセクターにおけ

るインフラ整備に関する今後 20 年間の投資計画が記載されている。これには航空輸

送も含まれており、全体の 9％に相当する 6,840 万ドルの投資が計画されていた。同

計画では、空港整備について、既存施設に対する短期目標の一つとしてポンペイ国

際空港の滑走路・誘導路・エプロンの舗装改修が挙げられているほか、中長期的な

目標として同空港滑走路の延長も掲げられていた。 

以上は、本事業の計画時に FSM で既に定められていた内容であったが、SDP・IDP

ともに 2004 年から 2023 年にかけての長期開発計画であるため、事後評価時も両計

画内容に変更はなく、航空セクターは島嶼国である FSM において両時点で基幹イン

フラとして位置づけられている。その他には、国家レベルでも航空セクターレベル

でも、新たな全体的な計画は策定されていなかった。 

なお、FSM 政府のモリ政権では、経済成長を促進する重点分野として農業、漁業、

観光、エネルギー分野を挙げているが、運輸セクターはそれらを下支えする重要な

                                            
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
4 自由連合協定（Compact of Free Association）：ミクロネシアが米国との間で締結している政治・安全

保障・経済協力に関する 2 国間協定。現在の協定は 2023 年に終了し、米国からの財政支援が打ち切

られる予定となっている。 
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インフラとして捉えられており、本事業の政策上の重要性は引き続き高いと考えら

れる。 

したがって、計画時も事後評価時も、FSM における航空分野の政策的重要性は高

く、インフラ整備分野においても基幹インフラとしての位置づけが確認されている

ことから、本事業は開発政策との高い整合性を有していると判断される。  

 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

 島嶼国である FSM にとって、航空輸送は FSM と近隣各国とを結ぶ重要な交通機

関であると同時に、国内に点在する各州の島々を結ぶ重要な交通機関である。ポン

ペイ国際空港は同国首都の空港としての位置づけを有するものの、本事業計画時に

は、滑走路末端と護岸との間の距離は 30m 以下しかなく、国際基準で定められたブ

ラストパッドは必要とされる長さ（61m）の半分にも満たない状態であった。つまり、

航空機離着陸時のオーバーランなどに備えた安全のための用地が十分に確保されて

いなかったといえる。このように、滑走路長が不十分であるため、就航していた B737

型機の離着陸にとって、旅客・貨物の搭載重量を標準より 20％減らす必要が生じて

いた。また、滑走路の構造についても、既設滑走路の中央付近の路体は地盤が悪く

沈下が続いており、嵩上げ工事で応急的に対処されているものの、抜本的な改良は

なされていなかった。さらに、滑走路のみならず、ターミナルビルも B737 型機が運

ぶ旅客数に対して出発ラウンジなどの施設の広さが不足し、混雑を招いていた。 

 事後評価時においても、グアムからチューク州～ポンペイ州～コスラエ州、その

後マーシャル諸島を経てハワイまでを結ぶ「アイランドホッパー」路線5が FSM にと

っての唯一の国際航空路となっているほか、国民の国内移動にも不可欠な路線とな

っている。 

ポンペイ国際空港における近年の主要航空輸送データは以下のとおりであった。 

 

表 1 主な航空輸送データ 

（単位：着陸数－回数、旅客数－人、貨物量－千ポンド） 

 2008 年 

(計画年) 
2009 年 2010 年 

2011 年 

(完成年) 
2012 年 2013 年 2014 年 

旅客便着陸数 362 366 365 367 367 364 369 

貨物便着陸数 245 262 131 105 105 106 91 

旅客数（離陸） 18,738 19,003 21,136 21,149 20,920 20,115 18,658 

旅客数（着陸） 17,951 18,352 20,909 21,240 19,272 18,923 18,195 

貨物量（離陸） 3,555 4,344 2,626 1,744 1,194 702 584 

貨物量（着陸） 326 201 205 178 202 138 131 

出所：実施機関提供資料 

 

                                            
5 ユナイテッド航空が運航。 
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 表 1 からは、本事業が完成した頃から貨物便数および貨物量が減少傾向にあるこ

とが見受けられる。これは、実施機関によると、近年マグロの漁場がミクロネシア

からマーシャル諸島方面に移ってしまったことが大きな理由であるとのことであっ

た。その一方で、旅客数は近年は航空券価格の上昇を主な要因として若干の減少傾

向にあるものの、発着数ともに 2 万人前後で推移しており、概ね堅調な旅客輸送需

要があるものといえる。 

 本事業の実施後、ポンペイ国際空港における新たな整備ニーズは特段生じていな

かったが、人々および貨物の航空移動を可能にするポンペイ州唯一の空港として、

また FSM の首都空港として、計画時・事後評価時両時点で基幹インフラとしての役

割を担っている。また、地盤沈下対策等の滑走路の改修やオーバーランに備えた区

域の確保等、本事業が目的とした安全性向上に向けたニーズは計画時も事後評価時

も高く、開発ニーズにも合致する事業であったということができる。  

 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

2006 年に開催された第 4 回日本・太平洋諸島フォーラム（通称、島サミット）に

て採択された首脳宣言において、日本は大洋州諸国に対して、経済成長、持続可能

な開発、良い統治、安全確保、人と人との交流の 5 つを重点課題として掲げた。こ

のうちのひとつである「経済成長：貿易、投資、インフラ、漁業、観光等の分野に

おける協力」および 2006 年 2 月の日・ミクロネシア政策協議での合意事項を踏まえ、

日本の FSM に対する援助政策では、インフラ整備・教育・環境保全・行政サービス

機能強化・保健分野が支援重点分野とされた。 

本事業は FSM の基幹インフラである空港の改善を行った事業であり、インフラ整

備を支援するという重点分野に合致するものであった。したがって、日本の当時の

援助政策との整合性は高いといえる。 

 

３.１.４ 事業計画やアプローチの適切さ 

本事業は、ポンペイ国際空港の全般的な改善の一部を担ったものであり、米国支

援の空港整備プロジェクト（Airport Improvement Program、以下「AIP」という）と

ほぼ同時期に実施された。FSM 運輸通信インフラ省および FAA との協議の結果、滑

走路、エプロン、航空灯火等に関して整備事項の分担が行われ、全体として安全性

が確保された空港施設が整備されたといえる。事後評価時に空港全体を確認したと

ころ、事業効果の発現にもマイナス影響は見られず、適切な役割分担が図られたと

いえる。 

また、本事業では、海底地形に関して既存の古い測量図を用いなければならなか

ったことから、本事業で延長した滑走路の一部分に地盤沈下が生じることが想定さ

れていた。したがって、一定期間沈下状況に関するモニタリングが行われ、沈下の

発生が収まったことを確認し、2012 年 6 月に延長部分も供用開始となった。事後評
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価時にも、実際に大きな影響のある沈下が発生していたわけではなく、滑走路の運

用に問題は生じなかったことを確認した。空港管制室及びユナイテッド航空（パイ

ロット含む）へのヒアリングによると、上記モニタリングの間、埋立てにより延長

された滑走路東側には航空灯火の設置も遅れたが、大部分の着陸便は風向きの関係

上、既存滑走路の西側から着陸を行っており夜間の東側からの着陸はほとんどなか

ったこと、また航空灯火が未設置であることはパイロットには周知されていたこと

から、大きな問題ではなかったとのことであった。なお、航空灯火は 2014 年 2 月に

設置され、その後フライトチェックも同年 11 月に実施された。 

以上より、事業効果の発現にはマイナス影響はなく、事業計画・アプローチに特

段の問題は見受けられないと判断される。 

 

本事業は、計画時及び事後評価時両時点において、FSM の開発計画に合致している

ほか、島嶼国である同国における航空輸送において不可欠な役割を果たしており、ニー

ズにも合致しているといえる。また、本事業は計画時の日本の大洋州諸国および FSM

に対する支援重点分野であるインフラ整備を支援した事業であり、整合性は高い。  

以上より、本事業の実施は FSM の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に

合致しており、妥当性は高い。 

 

３.２ 効率性（レーティング：②） 

３.２.１ アウトプット 

 本事業では、ポンペイ国際空港の滑走路の延長およびターミナルビルの拡張を行

うとともに、必要機材を調達することが計画されていた。表 2 に本事業の計画・実

績内容を示す。 
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表 2 本事業の計画・実績内容 

施設・機材 計 画（基本設計段階） 実 績 

滑走路延長部建設 
（用地造成・護岸等
を含む） 

延長：228m 
幅：152～198m 
護岸延長：650m 
埋立面積：36,500m

2
 

埋立土量：208,000m
3
 

延長：232m 
幅：152m 
護岸延長：660m 
埋立面積：36,500m

2
 

埋立土量：329,000m
3
 

滑走路およびショル
ダー建設 

滑走路：延長 176m、幅員
45.7m 
ショルダー：幅員 7.5m 
ブラストパッド：延長 60.9m、
幅員 60.9m 

滑走路 ：延長 176m 、 幅員
45.7m 
ショルダー：幅員 7.6m 
ブラストパッド：延長 60.9m、幅
員 60.9m 

ターンパッド建設 中型機用面積：約 3,700m
2
 中型機用面積：約 3,700m

2
 

航空灯火施設 滑走路灯：6 基 
精密進入経路指示灯：4 基 
滑走路末端識別灯：2 基 
滑走路距離表示灯：一式 

滑走路灯：6 基 
進入表示灯火（基礎部分のみ） 
滑走路末端識別灯（基礎部分
のみ） 

滑走路距離表示灯：一式 

エプロン拡張 面積 1,790m
2
 面積 1,790m

2
 

その他付帯施設建
設 

フェンス延長：802m 
場周道路延長：650m 
道路・駐車場：1,160m

2
 

等 

フェンス延長：800m 
場周道路延長：660m 
道路・駐車場拡張：1,160m

2
 

旅客ターミナルビル
増築 

新築：1,288m
2
 

改修：1,079m
2（既設ターミナ

ルビル 1,870m
2のうち） 

新築：1,365m
2
 

改修：1,040m
2
 

ターミナルビル用機
材調達 

X 線検査装置：1 台 
手荷物コンベア：2 台 
手荷物カート：30 台 

X 線検査装置：1 台 
手荷物コンベア：2 台 
手荷物カート：30 台 

出所：基本設計調査報告書、事業コンサルタント提供情報、JICA 内部資料 

 

 表 2 に示すとおり、本事業は、滑走路延長部分の地盤が想定よりも弱かったこと

から埋立土量を当初よりも多く用いなければならなかったが、それ以外は施設・機

材ともにほぼ当初の予定どおり建設・調達されており、その後も全て活用されてい

ることが事後評価時のサイト調査の際に確認された。不具合が生じている施設・機

材も見受けられなかった6。本事業は、交換公文締結後に基本設計調査に関与してい

た事業コンサルタントが変更7になったことにより、それまでに実施された調査・設

計内容を照査し、概算事業費の再積算や実施工程の見直すために事業化調査が行わ

れた。その結果、延長滑走路部分の護岸形状の変更、ターミナルビルの増築面積の

拡大、スプリンクラーの個数の減少など、軽微な変更が加えられたが、事業効果の

発現に影響を及ぼすものではなく、全体として問題はなかったといえる。  

 なお、上述のとおり本事業は米国支援の AIP と整備内容を分担する形で進められ

たが、その分担内容は表 3 に示すとおりであった。 

 

                                            
6 ターミナルビルのエアコン設備は、当初導入のものには故障が生じていたが、実施機関が代替エア

コンを購入して稼働させており、問題はないと思われた。  
7 ㈱パシフィックコンサルタンツインターナショナル（PCI）が ODA 事業を巡る不正腐敗行為を行っ

ていたことが判明した後、本事業の入札補助・施工監理業務を辞退したことから、別途コンサルタン

トを選定し事業化調査を行う必要性が生じた。  
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表 3 本事業と米国支援の空港整備プロジェクトの分担内容 

施設名 本事業 AIP 

滑走路 

滑走路延伸のための埋立て 【既設部分】 

かさ上げ舗装 

ショルダー建設 

既設滑走路沈下部分の改良  

滑走路およびショルダーの建設 

ターンパッドの設置 

誘導路およびエ
プロン 

一部エプロンショルダーの建設 誘導路フィレットの拡幅 

誘導路嵩上げ舗装 

誘導路ショルダー舗装 

コンクリートハードスタンドの
建設 

エプロンの嵩上げ舗装 

航空灯火 

【延長部への設置】 【既設部分への設置】 

a) 滑走路灯（新設） a) 滑走路灯（新設） 

b) ターンパッド灯（新設） b) 誘導路灯、ターンパッド灯（新
設） 

c) 滑走路末端／終端灯（移設） c) 滑走路末端／終端灯（新設） 

【滑走路全体】 d) エプロン灯（新設） 

e) 滑走路距離灯（9 基移設、1 基
新設） 

f) エプロン照明灯（新設。本事
業のエプロンショルダー設置に
合わせて位置変更（1 本）） 

h) 滑走路末端識別灯（基礎部分
工事のみ） 

h) 滑走路末端識別灯（調達及び
設置） 

i) 精密進入角指示灯（基礎部分工
事のみ） 

i) 精密進入角指示灯（調達及び設
置） 

その他工事 
その他雑工事（フェンス、排水施
設等） 

既設着陸帯周囲のフェンスと道
路の建設 

ターミナルビル 

ターミナルビルの増築（別棟）お
よび既設ビルの改修 

セキュリティ機材 

バゲッジコンベア 

 

消防車庫  消防車庫建設 

出所：基本設計調査報告書、事業コンサルタント提供情報 

 

本事業と AIP の関係については、「３.１.４ 事業計画やアプローチの適切さ」で

言及しているとおり、適切な役割分担が図られているといえる。 

 日本や米国による整備内容の他に、FSM 政府も一部の業務を負担することが想定

されていた。主な分担事項は以下のとおりであった。 

 

【工事前準備】 

・ 計画の実施に必要なデータ・情報の提供 

・ 計画の実施に必要な用地の確保 

・ 工事区域内の既存構造物の撤去及び整地 

・ 空港関係者および AIP プロジェクトとの調整 

【工事中】 

・ AIP プロジェクトとの調整 
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・ 滑走路および航空灯火に対するフライトチェック 

・ ノータム（航空情報）の発出 

 

実施機関によると、FSM 側の分担事項は、工事前準備および工事中の項目ともに

全て実施された。設置が遅れていた航空灯火も 2014 年に設置され、同年にフライト

チェックも実施された。滑走路の延長部分に航空灯火が設置された状態での供用開

始は 2014 年まで遅れてしまったものの、ユナイテッド航空によると、同滑走路を使

用する航空機8のパイロットは航空灯火が未設置であることは全員理解していたこと

から、実際に問題は生じなかったとのことであった。実際に、2014 年に航空灯火が

設置されフライトチェックも行われたことにより、延長滑走路はその後常に全ての

施設が整備・運用された状態で活用されており、事後評価時点での問題はうかがわ

れなかった。より早期に航空灯火が設置されることが本来は望ましかったと思われ

るが、空港およびユナイテッド航空の関係者は滑走路の状況を十分理解していたこ

とから、実際の離発着時に実質的な問題はなかったといえる。 

 

  

X 線検査装置 機内預け荷物受取所のコンベア 

 

３.２.２ インプット 

３.２.２.１ 事業費 

本事業の事業費として、日本側負担分の概算事業費として 2,913 百万円が計画

され、それ以外に FSM 側分担事項の銀行手数料として約 3 百万円（25 千ドル）

の支出が予定されていた。 

日本側負担分の実績額は表 4 のとおりであった。 

 

                                            
8 主にユナイテッド航空が用いているボーイング 737 型機 
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表 4 事業費の実績額 

（単位：百万円） 

 内貨 

（現地調達） 

外貨 

（日本調達） 

外貨 

（第三国調達） 
合計 

施設建設費 1,272.0 1,272.0 62.6 2,606.6 

直接工事費 1,055.7 1,058.3 62.6 2,176.5 

その他工事費 216.3 213.7 0 430.1 

機材調達・据付費 15.8 27.9 1.6 45.3 

設計監理費 23.9 115.1 0 139.0 

合計 1,311.7 1,415.0 64.2 2,790.9 

出所：事業コンサルタント提供資料 

 

当初の概算事業費は基本設計調査時の積算額であったが、交換公文締結後に実

施された事業化調査時点で再積算を行ったところ、為替の変動などにより、事業

費は 2,860 百万円になるとされていた。詳細設計や施工時の工事内容の変更によ

り費用の増減が見られたが、最終的な実績値は 2,790 百万円と、計画内に収まっ

ている（対計画比 96％）。事業化調査における再積算額に照らしても、計画内に

収まっていることが確認された。 

一方で、FSM 政府の投入額は、本事業に特化した支出データが整理・保管され

ていなかったことから、正確に把握することが不可能であった。そのため、事業

費は日本側負担分のみの比較を以って評価した。 

 

３.２.２.２ 事業期間 

 本事業の事業期間は、詳細設計・入札期間を含め計 28 ヵ月となることが想定さ

れていたが、実績は 2008 年 9 月～2011 年 10 月の 37.5 ヵ月と、計画期間を超過し

た（対計画比 134%）。 

 交換公文締結後に、事業コンサルタントの変更が発生し、その後事業化調査が

行われたことから、実際の詳細設計・入札支援段階に入るまでに約 6 ヵ月の遅延

が生じた9こと、また本事業の最終段階で、滑走路延長部分への標識の設置を除外

してほしいとの要請が FSM 政府からなされたことから、設計変更手続きのために

履行期限を 2 ヵ月延長する必要性が生じた10ことが事業期間超過の主な要因であ

った。 

 

本事業では、詳細内容の若干の変更を伴いつつも、事業効果の発現に必要なアウトプ

ットは達成された。そのための事業費は計画内に収まったが、事業期間が 34%超過した

ことから、効率性は中程度である。 

                                            
9 新しいコンサルタントの契約は 2009 年 3 月に結ばれた。 
10 本事業の本体工事は 3 つの Term に分けられて実施された（Term1：2009 年 7 月～2011 年 3 月、

Term2：2010 年 1 月～2011 年 3 月、Term3：2011 年 3 月～2011 年 8 月）。Term3 自体は履行期限内の

2011 年 8 月までに完了した。 
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３.３ 有効性11（レーティング：③） 

３.３.１ 定量的効果（運用・効果指標） 

 本事業の計画時、事業実施により、運用指標として重量制限が緩和されること、

また入国審査および税関検査の所要時間が短縮することが想定されていた。 

 

表 5 本事業の運用指標の推移 

指標 

基準値 

(2007 年) 

目標値 

(2012 年) 

実績値 

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

計画時 
事業完成 

1 年後 

事業 

完成年 

事業完成 

1 年後 

事業完成
2 年後 

事業完成
3 年後 

重量制限の 
緩和 

重量制限： 

通常より
約 20％減 

重量制限： 

緩和される 

（到着便で
12％増、旅客
数 20 席増） 

記録なし 

（ただし重量制限は課されていない） 

入国審査 
所要時間 

9.5 分 5 分 5 分 5 分 4 分 3 分 

税関検査 
所要時間 

2.6 分 1.6 分 2 分 2 分 2 分 2 分 

出所：基本設計調査報告書、実施機関提供資料 

注：実施機関によると、入国審査や税関検査の所要時間は目安とのことであった。  

 

 本事業の効果（運用指標）は、施設完工後にすぐ発現することが想定されていた。

ターミナルビルの完成は 2011 年 3 月、滑走路関連工事の終了は 2011 年 8 月であっ

たことから、2012 年のデータを用いて評価を行うこととした。 

重量制限については、詳細な重量データはユナイテッド航空から入手することは

できなかったが、同航空の地域統括責任者およびポンペイ国際空港のマネージャー

によると、本事業実施後に滑走路長に起因する特段の重量制限や旅客数の制限は行

っていないとのことであった。また、パイロットからも特別な制限はかけられてい

ないとのコメントが得られた。表 1 に示されるとおり輸送貨物量が減少したことに

より航空機の総重量に余裕が生じたことも一つの要因であるが、2,068m に滑走路を

延長したことにより当初の目標どおりの積載も可能となっている。そのため、実質

的には当初の目標は達成されていると考えられる12。 

 入国審査や税関検査の所要時間については、実施機関によると、入国審査ブース

は以前の 3 つから本事業実施後には 6 つに増加したほか、税関・検疫エリアも以前

に比べて大きく拡張され、より短時間での審査が可能となったとのことであった。

                                            
11 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
12 アイランドホッパー路線で隣接するチューク空港の滑走路長は 1,831m、コスラエ空港は 1,753m

である。これらの空港は、ポンペイ国際空港からの航空機が最大ペイロードの際にも着陸可能である

が、これらの空港からの最大ペイロードでの離陸は依然として滑走路が短いため困難である。そのた

め、アイランドホッパー路線しか就航していない現状では、ポンペイ国際空港の滑走路延長によるメ

リットは十分に生かされているとは言い難い。しかし、チューク空港やコスラエ空港の滑走路が延長

されていないことは、本事業の事業範囲外であり、評価判断には加味しないこととした。  
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入国審査や税関検査の所要時間は、その時々の審査・検査内容によって大きく異な

るため一般化できないものの、目標年とした 2012 年にはそれぞれ 5 分、2 分となっ

ており、確実に短縮したことがうかがわれる。施設容量の不足による混雑は事業実

施後には発生しておらず、概ね目標値は達成されているといえる。  

その後、入国審査の所要時間は、検査官の経験が蓄積されていったことによりさ

らに短くなったとのことであり、2013 年には 4 分、2014 年には 3 分となった。なお、

安全対策に関する入国審査内容には事業実施前後で特段変更はないとのことであっ

た。 

また、指標として掲げられた入国時の時間短縮のみならず、出発手続きにおいて

も X 線検査機およびベルトコンベアが導入されたことにより、機内預け荷物の検査

が効率化したとの意見が実施機関や航空会社より聞かれた。 

事後評価では、空港利用者に対する受益者調査13を実施し、入国審査やチェックイ

ン手続きが改善したかどうかについて意見を聴取したところ、共に 9 割以上の利用

者が「大幅に改善した」もしくは「改善した」と回答しており、本事業実施の効果

が見受けられた。 

 

出所：受益者調査結果 

図 1 入国審査・チェックイン手続きに対する満足度 

 

３.３.２ 定性的効果（その他の効果） 

 本事業の計画時、ポンペイ国際空港の滑走路は末端から護岸までの距離が 29m し

かなく、滑走路の安全性が確保されていなかったが、本事業の実施によりブラスト

パッド 61m と滑走路安全区域 24m が確保されることにより、離着陸時の安全性が向

上することが期待されていた。本事業の計画当時の 2008 年、貨物便を運航するアジ

アパシフィック航空がポンペイ国際空港でオーバーランの事故を起こしたが、滑走

路が短いこともその要因のひとつとされていた。 

 実施機関や航空会社（ユナイテッド航空）によると、本事業実施後には航空機離

                                            
13 本事業実施前および実施後両時点においてポンペイ国際空港を利用したことのある旅客 103 名に

対し、主に空港出発ロビーにてランダムに出発客に対するインタビュー調査を実施した。主な調査項

目は、チェックイン手続きや入国審査の変化、ターミナル施設および付帯施設の改善に対する満足度、

維持管理状況等であった。 
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着陸時に十分な安全性が確保されたとのことであった。 

以上より、滑走路末端から海岸線まで十分な距離が確保されたことにより、予定

どおり十分な安全性が確保されたと判断される。 

 

３.４ インパクト 

３.４.１ インパクトの発現状況 

 本事業計画時には、事業実施のインパクトとして、以下の内容が想定されていた。 

  

① 中型機ボーイング 767 型機が緊急時に着陸可能になる。 

② パイロットの離着陸時の心理的負担が軽減される。  

③ 国際空港として外国人観光客をはじめ航空旅客に対するサービスレベルが改

善される。 

 

①に関しては、本事業の実施後、ポンペイ国際空港を離着陸しているのはボーイ

ング 737 型機や 727 型機など、767 型機よりも小型の機材のみであり、実際にこれま

でにボーイング 767 型機の離着陸が行われたことはない。また、実際に着陸した場

合でも、ポンペイ国際空港は乗客のための乗降階段等の設備は有していない。ただ

し、滑走路の延長の結果、ボーイング 767 型機の発着は物理的には可能になったこ

とから、「緊急時の着陸」は可能である。 

②のパイロットの離着陸時の心理的負担の軽減については、ユナイテッド航空の

ボーイング 737 型機のパイロットによると、操縦自体は事業実施前後で変化はない

が、滑走路端末からの距離が十分あることで、心理的な負担は大幅に軽減されたと

のコメントが得られた。そのため、想定されたインパクトは十分発現していると思

われる。 

③に示された、国際空港としてのサービスの改善については、受益者調査にて空

港に対する満足度とサービスの改善の程度を把握したところ、以下のとおりであっ

た。 
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出所：受益者調査結果 

図 2 空港に対する利用者の満足度 

 

 図 2 より、ターミナルビルの利用のしやすさやターミナルの清潔さといった、空

港の施設（ハード面）に対する満足度が非常に高いほか、空港サービスの質につい

てもほぼ全員が満足していることが明らかとなった。空港改善整備が実施されてか

ら空港サービスが改善されたかどうかに関する質問についても、62%が「大幅に改善」、

31%が「改善」、残り 7%が「変化なし」と回答しており、本事業の実施によりサー

ビスが改善して満足していることがうかがわれた。なお、利用客が最も変化を感じ

る部分はターミナルビルの混雑緩和や快適性の向上であることから、本事業が③の

インパクトの発現に果たした役割は大きいものと考えられる。 

本事業の実施による地元経済への誘発効果は特段確認されなかったが、ポンペイ

国際空港には表 1 に示すとおり毎年 2 万人前後の来訪があり、これらの空港利用者

に対して以前よりも質の高いサービスが提供できるようになった。その結果、高い

満足度を利用者から得られていることも明らかとなった。 

 

３.４.２ その他、正負のインパクト 

① 自然環境へのインパクト 

本事業実施前の開発調査において、本事業の自然環境への影響に関して環境

影響評価（EIA）が行われた結果、影響は低いことが確認され、同 EIA は 2006

年 4 月にポンペイ州の環境保護局に承認された。 

具体的な事業内容の検討に当たっては、埋立工事を行う際に水質汚濁が発生

することから、施工時に汚濁防止膜を設置するなどの適切な対策を講じること

が必要とされ、これにより環境への影響を防止することができると考えられて

いた。 

事後評価時にこれらの項目に関して確認を行ったところ、 実施機関および受

益者調査によると本事業の実施中・実施後ともに、自然環境への特段のマイナ
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ス影響はうかがわれなかった。また、ポンペイ州環境保護局によると、事業実

施中には汚濁防止膜の設置、毎月の水質モニタリング、廃棄物処理などが適切

に行われた。延長滑走路の埋立てに必要な土砂は近隣の島から浚渫されたが、

環境保護局の要求事項は全て守られ、また、延長滑走路部分の埋立てによる海

流の影響についても調査が実施され、事業実施後も全ての分野において問題は

報告されていないとのことであった。 

以上より、汚濁防止膜の使用、水質モニタリング、廃棄物処理など、全て問

題なく行われており、自然環境へのマイナス影響は事業実施中及び実施後とも

に発生していない。したがって問題はないといえる。 

 

②住民移転・用地取得 

実施機関及びポンペイ州環境保護局よると、本事業は既存の敷地内で実施さ

れた事業であり、埋立地を主な漁場とする漁業従事者もいなかったほか、住民

からの苦情も寄せられたことはないとのことであった。実際に、住民移転も用

地取得も発生しておらず、問題はないと判断される。 

 

有効性に関して、重量制限については具体的な数値が示されたわけではないほか、貨

物需要が減少したという要因もあるが、本事業実施後に飛行機への積載重量には実質的

には制限はない状況となっていることが確認された。その他の指標も概ね目標値を達成

しているといえる。また滑走路が国際基準を満たす水準に延長されたことにより、航空

機離発着の安全性が向上したほか、滑走路安全区域が確保されていることにより、離着

陸時のパイロットの心理的負担の解消という効果が認められた。さらに、ターミナルビ

ルの拡張により、 空港の取扱能力やサービスレベルも向上している。また、自然環境

への影響については対策が十分実施されマイナス影響は生じていないほか、住民移転や

用地取得も発生していない。 

以上より、本事業の有効性・インパクトは高い。 

 

３.５ 持続性（レーティング：③） 

３.５.１ 運営・維持管理の体制 

本事業はポンペイ州港湾管理局（Pohnpei Port Authority、以下「PPA」という）が

実施機関、FSM 政府の運輸通信インフラ省が主管官庁として実施された。FSM 国家

全体の政策立案等を運輸通信インフラ省が担い、各州の港湾管理局が実際の空港の

運営・管理を行うという体制は事後評価時も同様であった。 

ポンペイ国際空港を管理運営する PPA は局長以下、空港部、施設維持管理・整備

部、港湾部、財務部、人材部、営業部の計 6 部で構成されており、事後評価時には

総勢 82 名の組織であった。空港運営は空港部、施設の維持管理は施設維持管理・整

備部が中心となって行っており、組織体制・人数面で問題はうかがわれなかった。 
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出所：PPA 提供資料より作成 

図 3 ポンペイ州港湾管理局の組織図（簡略版） 

 

なお、FAA は FSM が独立する前の国連信託統治領時代から FSM の空港の安全管

理者であり、空港管理に係る全ての規則を設定してきた。また、機材の維持管理に

おいても、滑走路端末識別灯（Runway End Identification Light、以下「REIL」という）

と精密進入角指示灯（Precision Approach Path Indicator、以下「PAPI」という）の運

営・維持管理は、事後評価時点でも FAA が直接行っていることが確認された14。 

 

３.５.２ 運営・維持管理の技術 

実施機関によると、ポンペイ国際空港の施設および機材の維持管理には、技術的

な問題はないとのことであった。事後評価時のサイト調査にて実際の運営・維持管

理状況を確認したところ、特段の技術的な課題は見受けられず、全体として技術面

の問題はないと思われた。 

ただし、航空灯火のうち REIL と PAPI の運営・維持管理は、上述のとおり事後評

価時点でも FAA が行っている。これらの灯火の運営・維持管理には特別な知識と能

力が必要とのことであり、PPA にはこれを行う資格および能力は備わっていないと

のことであった。そのため、今後も引き続き FAA が運営・維持管理を行っていくこ

ととなっている。ただし、FAA が歴史的な経緯から現在も空港の安全管理に係る規

                                            
14 グアムベースの技術者が毎月ポンペイ国際空港を訪問して維持管理を行っている。その費用は全

て FAA が負担している。 
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則を設定・運用しており、この方針は今後も続くことが見込まれていることから、

空港の管理運営に対する技術面での懸念はないと判断される。 

技術力向上のための研修についても、空港職員に対してはレスキュー・消防、空

港安全性などの分野において、FAA によるものを中心に毎年研修が実施されている。

管制官も、FAA の支援によりミクロネシア人職員 2 名が資格を取得・更新して業務

に従事しており、全体的な研修体制にも問題はないと思われた。  

 

３.５.３ 運営・維持管理の財務 

PPA の財務は部署ごとには整備されておらず、空港と港湾の運営・維持管理経費

は一体的に処理されているため、空港のみに特化した支出を把握することはできな

かった。 

PPA の収入の多くは入港税などの港湾関連収入であり、空港関連収入は相対的に

少ないが、近年は組織全体としては、2011 年度以外は黒字を計上している。特に、

2013 年度は港湾収入の大幅な増加を背景に、収支は大幅な黒字となった。  

空港の運営・維持管理にも必要額が支出されているとのことであり、持続性に係

る財務面の問題は見られなかった。 

 

表 6 PPA の収支実績 

（単位：千ドル） 

年度（10～9 月） 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

【収入】 

旅客施設使用料 176 196 192 183 224 

土地リース・スペー

ス賃貸 

358 
442 414 

418 457 

着陸料 98 103 88 87 91 

その他 52 13 33 30 145 

港湾 2,000 2,036 1,600 1,753 2,724 

不良債権引当 -287 -165 -67 -9 160 

収入計 2,396 2,624 2,260 2,463 3,800 

【支出】 

人件費 972 1,003 1,101 1,050 1,070 

減価償却費 562 469 406 428 424 

光熱費 113 113 174 244 291 

旅費交通費 111 118 92 118 101 

維持管理費 188 197 260 197 266 

その他 145 234 242 196 490 

支出計 2,091 2,063 2,276 2,234 2,642 

収支 305 561 -16 229 1,158 

非営業収入 16 0 9 6 175 

合計 321 561 -8 234 1,334 

出所：PPA 年次報告書 

 

PPA の財務指標には表れてこないが、PPA による研修費用支出や維持管理費以外
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に、FAA の支援により、維持管理や研修の費用等が一部賄われている（詳細は不明

であった）。2023 年に FSM と米国との間の自由連合協定が期限を迎えた後、現在と

同様に十分な支援が受けられるかどうかについては不透明な部分があり、支援額が

削減される可能性もあることから、2023 年までに独自の収入源を確保・拡大する努

力を引き続き行っていく必要があると思われる。 

 

３.５.４ 運営・維持管理の状況 

本事業では、既述のとおり滑走路延長部の沈下が施工時期以来続いていたが、竣

工後 6 ヵ月の時点で沈下がほぼ終了していることが確認され、2012 年 6 月から延長

部の供用が開始された。PPA および事業コンサルタントによると、この沈下は当初

より一定期間想定されていたことから、埋立範囲全般の沈下状況を把握するため、

工事完成後から毎月沈下量の測量が行われた。その後事後評価時までにさらなる沈

下は起こっておらず、滑走路の供用を続けていくことに問題はないと思われる。 

その他、本事業で整備した施設・機材は全体的に良好な状態に管理されているこ

とが、事後評価時に確認された。PPA の施設維持管理・整備部では、ターミナルビ

ル、救助・消防、滑走路フェンス、滑走路灯火・標識等、空港の施設・機材に対し

て、点検項目や頻度を定めた維持管理計画を作成・運用しており、ワークシートを

用いて点検を行っていることが確認された。また、スペアパーツの調達については、

発注後の輸送に時間を要することもあるとのことであったが、予算面を含めてそれ

以外には概ね問題はないとのことであった。 

全体として、PPA では維持管理計画を策定しており、施設・機材は概ね良好な状

態であったことから、運営・維持管理の状況には大きな課題はないといえる。  

 

以上より、運営・維持管理に係る実施機関の体制、技術、財務、運営・維持管理の状

況全てにわたり特段の懸念はなく、本事業により発現した効果の持続性は高いといえる。 

 

４. 結論及び提言・教訓 

４.１ 結論 

本事業は、ポンペイ国際空港において航空機離発着時の安全性向上や旅客取扱能力の

向上を図るため、滑走路の改修・延長およびターミナルビルの増改築を行った事業であ

る。本事業はミクロネシア連邦の開発政策、開発ニーズ、および日本の援助政策におけ

る重点分野と整合しており、妥当性は高い。事業の実施面では、事業内容はほぼ予定ど

おり実施され、事業費も計画内に収まったものの、事業期間が計画期間を超過したこと

から、効率性は中程度であると判断された。事業効果に関しては、計画時に想定された

重量制限の緩和や各種審査の所要時間の短縮といった定量的な目標値は概ね達成され

ているほか、定性的にも航空機離発着時の安全性が向上するといった効果が確認された。

インパクトについても、離発着時のパイロットの心理的負担の軽減や、空港のサービス
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水準の向上などが確認されており、本事業の有効性・インパクトは高い。持続性については、

実施機関の体制、技術、財務、運営・維持管理の状況全てにわたり特段の懸念はなく、

本事業の実施により発現した効果は今後も持続するものと考えられる。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関への提言 

運営・維持管理体制の強化 

空港の施設や機材は、FAA の技術支援もあることから、事後評価時点では概ね良

好な状態に運営・維持管理されていた。しかし、米国との自由連合協定 が 2023 年

に期限を迎えた後、FSM に対する財政的な支援が激減すると言われていることから、

その後 FSM 政府が独自に十分な予算を投じて運営・維持管理を同水準で実施できる

かどうかは、事後評価時点では判断は困難であった。今後、支援が大幅に減る可能

性があることを視野に入れ、独自で航空灯火の維持管理をできるようにしていくこ

とを含め、運営・維持管理体制をさらに強化していくことが重要であると思われる。  

 

４.２.２ JICA への提言 

特になし。 

 

４.３ 教訓 

関係機関との十分な調整をふまえた事業実施 

本事業は、米国の支援事業（AIP）と並行して実施されたものであるが、FSM 政府の

調整の下、運輸通信インフラ省及び FAA との協議の結果、滑走路、エプロン、航空灯

火等に関して整備事項の分担が行われ、施工期間には特段の遅れが生じることなく事業

が実施された。FAA が安全管理を行う FSM の空港において、運輸通信インフラ省、ポ

ンペイ州政府（PPA を含む）を含めた関係機関の間で開発調査の段階から情報共有がな

され、さらに本事業の設計に際して十分な協議と調整を行ったことが、本事業を含む計

画全体の円滑な実施につながったと考えられる。したがって、今後複数の援助機関が関

与するプロジェクトにおいては、計画の初期段階から被援助国政府を含めた関係者間の

十分な情報共有と調整を図ることが重要であると考えられる。 

 

以上  


